
 

岩手県強い農業づくり交付金交付要綱 新旧対照表 

 

改正前 改正後 

別表第１（第２関係） 

区 分 経 費 事業実施主体 交付率 重要な変更 

新基本計画実

装・農業構造転

換支援事業 

１ 事業費 

事業実施主体が新基本計画実装・農業

構造転換支援事業補助金交付等要綱（令

和７年１月16日付け６農産3345号農林

水産事務次官依命通知。以下「再編新事

業要綱」という。）別表１のメニュー欄

に掲げる事業を行う場合に要する経費

及び事業実施主体が同表のメニュー欄

に掲げる事業を行う場合に要する経費

に対して市町村が補助する場合に要す

る経費 

 

２ ［略］ 

 

再編新事業

要綱別表１の

事業実施主体

欄に定める者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２分の１以

内（ただし、

再編新事業要

綱別記１に定

める場合にあ

っては、別記

１に定める補

助率とす

る。） 

 

 

 ［略］ 

 

 ［略］ 

 

（新設） 

 

別表第１（第２関係） 

区 分 経 費 事業実施主体 交付率 重要な変更 

新基本計画実

装・農業構造転

換支援事業 

１ 事業費 

取組主体が新基本計画実装・農業構造

転換支援事業補助金交付等要綱（令和７

年１月 16 日付け６農産 3345 号農林水産

事務次官依命通知。以下「再編新事業要

綱」という。）別表１のメニュー欄に掲げ

る事業を行う場合に要する経費及び取組

主体が同表のメニュー欄に掲げる事業を

行う場合に要する経費に対して市町村が

補助する場合に要する経費 

 

２ ［略］ 

 

再編新事業

要綱別表１の

取組主体欄に

定める者 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表第１－

２に定める率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ［略］ 

 

 ［略］ 

 

 

別表第１―２ 

補率 区分 

２分の１以内 

 

 

下記の区分のいずれにも該当しない場合 

 

 

５分の３以内 

 

 

再編新事業要綱別記４の第５採択基準第４項第１号の要件に該当

する場合 

 

３分の２以内 

 

 

再編新事業要綱別記４の第５採択基準第４項第２号の要件に該当

する場合 

 

 

 

附則 

１ この要綱は、令和８年５月 20 日から施行し、令和８年４月１日から適用する。 

２ 改正前の要綱に基づく事業については、なお従前の例による。 


